
（平成２３年３月１５日現在）

　　

　　

　

　　＊詳しくは各営業店窓口または、融資渉外担当者にお問合せください。

本店営業部　２３－１２１５ 根崎支店　　２３－００２２
金色支店　　 ２３－０８８０ 本宮支店　　３３－２１５９
岩代支店　　 ５５－２２３３ 東和支店　　４６－２１０４
安達支店　　 ２３－３４５６

　この度の東日本大震災により、被害をお受けになられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　家屋等への被害を受けられた方へ低金利での修繕資金を準備いたしました。どうぞお気軽にご
  相談ください。

長期間固定金利 　年１．５０％
＊担保・保証人不要 ＊固定金利 ＊期間１０年以内

お借入限度額　　５００万円以内

　●　毎月元利均等割賦返済
　●　毎月元金均等割賦返済
　●　お借入金の５０％以内までボーナス併用返済もでき
        ます。

　●　お借入限度額　５００万円以内
　●　お借入期間　　１０年以内

　●　ご本人確認書類
　　　運転免許証等のご本人が確認できる書類
　●　所得証明書、源泉徴収票、確定申告書（控）等
　●　資金使途が確認できる見積書・契約書等

　●　この度の地震により被害を受けられた個人の方
　●　安定した収入のある２０歳以上の方
　●　（社）しんきん保証基金の保証を受けられる方
　●　平成２４年３月３０日までに保証会社へ保証依頼され、
        平成２４年６月２９日までにお借入いただける方

　●　年１．５０％（固定金利）
　●　当金庫のお取引内容にかかわらず年１．５０％ の金利
        を適用いたします。
　●　保証料は別途ご負担していただきます。

　●　担保・保証人は不要です。
　　　（社）しんきん保証基金の保証が付きます。
　●　保証料
　　　・ 保証料一括払い型　年０．５０％
　　　・ 保証料毎月払い型　年０．５８％
　　　　　保証料毎月払い型の場合、借入金を繰上返済によ
　　　　　り早期に返済が終了されても保証料の返還はござ
　　　　　いません。
　●　手数料
　　　　用紙代として、1,050円、他にお借入金額により印紙
　　　　代が必要となります。
　●　ご融資については、当金庫所定の審査が必要 となり、
　　　 ご希望に添えない場合もございますので あらかじめご
       了承ください。

生活再建にかかる次の資金
　①　住宅の補修・修繕費用
　②　自動車の修理・買換費用
　③　家具・家電等の修理・買換費用
　④　お申込人が当金庫からお借入された（社）しんきん保
        証基金付個人ローンの借換資金
　（①～③のいずれかの資金と合わせた申込みに限ります）
　＊お支払は原則として振込みとなります。

２．資金使途

１．お申込みいただける方

３．金　　　利

４．お借入限度額及び期間

５．必要書類

６．ご返済方法

７．その他の用件
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